
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

誰もがスポーツを楽しむことができる環境

づくりとして、プロスポーツ等の観戦の機

会を創出するため、俵田翁記念体育館の利

用料金を見直すものであり、妥当なものと

と認めた。

マイナンバーカードのさらなる普及促進及

び市民サービス向上のため、多機能端末機

により交付する各種証明書の発行手数料を

減額するものであり、妥当なものと認めた。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準の一部改正に伴う放課後児童支

援員の資格要件の変更その他所要の整備を

行うものであり、妥当なものと認めた。

 文 教 民 生 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年(2022年)１２月１９日  

  宇部市議会議長  河　崎　　　運    様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文教民生委員長  山　下　節　子   

記

議 案
第１１１号

宇部市体育施設条例中一部
改正の件

原 案 可 決

議 案
第１１２号

宇部市手数料徴収条例中一
部改正の件

原 案 可 決

議 案
第１１３号

宇部市放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関す
る基準を定める条例中一部
改正の件

原 案 可 決


